
平 成 3 1 年 度 組 織 改 正 に つ い て

平成 ３ １年 ４月 １ ５日
総 務 部 行 政 企 画 課

平成３１年４月２６日付け組織改正

(１) 児童相談体制の強化

○ 児童虐待に係る相談、立入調査、一時保護等に確実に対応するため、児童相談所

の児童福祉司等を７名増員(合計５３名)し、「こども・女性相談支援センター」と「中津児

童相談所」の「こども相談支援班」をそれぞれ２班体制に拡充する。

※ 現行、こども・女性相談支援センターの「障害児支援班」は、主に療育手帳の交付業務を行い、障がい児を

対象とした相談や一時保護等については「こども相談支援班」が中心となって対応している。改正後は、療育

手帳交付業務も含め、障がい児を対象とする支援は「こども相談支援班」がワンストップで対応する。

(２) 県有建築物・公共インフラ施設の長寿命化の推進

○ 老朽化が進む県有建築物や公共インフラ施設の長寿命化を計画的・戦略的に推進

するため、全庁横断的に長寿命化計画の進捗管理等を所掌する『公共施設総合管理

班』を「県有財産経営室」に新設する。

・民間資金を活用した施設整備 [追加]予防保全技術の導入促進

利 活 用 推 進 班 利 活 用 推 進 班

室 長 施 設 保 全 推 進 班 室 長 公 共 施 設 総 合 管 理 班

・県有建築物の保全管理 [追加]長寿命化計画の進捗管理

現 行 改 正 案

( 総 務 部 ) ( 総 務 部 )

県 有 財 産 経 営 室 県 有 財 産 経 営 室

所 長 次 長 こども相談・心理支援課 所 長 次 長

中 津 児 童 相 談 所 中 津 児 童 相 談 所

女 性 相 談 支 援 課

心 理 支 援 課

一 時 保 護 課

女 性 相 談 支 援 課

心 理 支 援 課

一 時 保 護 課

児童福祉司１０名(２名増員)

児童心理司 ５名(１名増員)

こども相 談支 援第 二課

こども相談支援第二班

こども相 談支援第 二課

こども相 談支 援第 一課

課 長 こ ど も 相 談 支 援 班

障 害 児 支 援 班

こども相 談支援第 一課

課 長 こども相談支援第一班

心 理 支 援 班

課 長 こ ど も 相 談 支 援 班

こども相談・心理支援課

こども相談支援第一班

こども相談支援第二班

心 理 支 援 班

課 長

ｾ ﾝ ﾀ ｰ長

現 行 改 正 案

( 福 祉 保 健 部 ) ( 福 祉 保 健 部 )

こども・女性相談支援センター こども・女性相談支援センター

総 務 企 画 課 総 務 企 画 課副ｾﾝﾀｰ長 ｾ ﾝ ﾀ ｰ長 副ｾﾝﾀｰ長

児童福祉司２５名(４名増員)

児童心理司１３名(増減なし)



(３) 振興局における水田畑地化と企業参入支援の強化

○ 水田農業の構造改革に向けて、集落営農の水田畑地化を強化するため、集落営農

に関する業務を「生産流通部」に移管し『集落営農・農地活用班』を新設する。

○ 自社農場を拡大する食品加工業者への農地情報の提供等にワンストップで対応し

企業参入支援を強化するため、同業務を「農山漁村振興部」に移管し『就農・参入支援

班』を新設する。

(４) 現地生産者ニーズに対応した水産試験研究機関の再編

○ 現地生産者ニーズへの対応を強化するため、海面養殖の疾病対策と内水面の試験

研究を二拠点体制に拡充し、水産試験研究機関を再編する。

局 長 次 長 総 務 部 局 長 次 長

現 行 改 正 案

( 総 務 部 ) ( 総 務 部 )

振 興 局 振 興 局

部 長 企 画 ・ 農 政 班 部 長 企 画 ・ 農 政 班

・農地集積，農業制度資金 ・農地集積，農業制度資金

総 務 部

地 域 振 興 部 地 域 振 興 部

農 山 漁 村 振 興 部 農 山 漁 村 振 興 部

部 長 企 画 ・ 経 営 体 班 部 長 営 農 推 進 班

・農家経営指導の総括
・企業参入，新規就農

・農家経営指導総括，安全農業

生 産 流 通 部 生 産 流 通 部

集 落 営 農 ・ 水 田 班 就 農 ・ 参 入 支 援 班

・集落営農，水田畑地化 ・企業参入，新規就農

畜 産 班 畜 産 班

農 林 基 盤 部 農 林 基 盤 部

集落営農・農地活用班

・集落営農，水田畑地化

野 菜 班 野 菜 班

果 樹 ・ 花 き 班 果 樹 ・ 花 き 班

現 行 改 正 案

( 農 林 水 産 部 ) ( 農 林 水 産 部 )

水 産 研 究 部 水 産 研 究 部

部 長 次 長 管 理 担 当 部 長 次 長 管 理 担 当

企 画 指 導 担 当 企 画 指 導 担 当

栽 培 資 源 チ ー ム 資 源 増 殖 チ ー ム

・種苗生産・増殖，資源調査 ・種苗生産・増殖，資源調査

養 殖 環 境 チ ー ム 養 殖 環 境 チ ー ム

・養殖の技術開発 ・養殖の技術開発
・赤潮・貝毒、疾病診断・防疫対策 ・赤潮・貝毒、疾病診断・防疫対策

浅 海 ・ 内 水 面 グ ル ー プ 北 部 水 産 グ ル ー プ

グループ長 管 理 担 当 グループ長 管 理 担 当

浅 海 チ ー ム 資 源 増 殖 チ ー ム

<全海域>

・種苗生産・増殖，資源調査 ・種苗生産・増殖，資源調査

養 殖 環 境 チ ー ム

・養殖の技術開発

・赤潮・貝毒、疾病診断・防疫対策

内 水 面 チ ー ム ( 廃 止 )

・内水面の資源増殖・養殖，疾病診断
<県内全域>

佐 伯 市 上 浦

豊後高田市呉崎

宇佐市安心院町

佐 伯 市 上 浦

豊後高田市呉崎

<管轄エリア>
[海 面] 豊後水道

[内水面] 佐伯市・臼杵市・

津久見市

<管轄エリア>
[海 面] 瀬戸内海

[内水面] 水産研究部管轄外



(５) 観光立県・観光振興に関する施策の強化【２月１４日公表】
＜平成31年4月26日付け組織改正＞

○ ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭや東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会等

のインバウンド拡大の好機を捉えて、観光立県のリード役として、観光施策に関する業

務、特に観光産業振興に関する業務を「企画振興部」から「商工労働部」に移管する。

これに伴い、「商工労働部」を『商工観光労働部』に改称のうえ、同部内に『観光局』

を新設するとともに、観光戦略を統括し受入環境整備や観光産業振興の業務を所掌す

る『観光政策課』と国内外からの観光誘致促進の業務を所掌する『観光誘致促進室』を

新設する。

(６) 大分県版地方創生の加速・前進【２月１４日公表】
＜平成31年4月26日付け組織改正＞

○ 市町村との連携をより深化し、県下挙げて地方創生の取組を加速・前進させるため、

おおいた創生に関する業務を統括し移住定住促進の業務を所掌する「まち・ひと・しご

と創生推進室」と地域の活力づくりやネットワーク・コミュニティに関する業務を所掌する

「地域活力応援室」を統合し、『おおいた創生推進課』を新設する。

地 域 活 力 創 生 班

室 長 総 合 戦 略 班

移 住 定 住 促 進 班

観光・地域局

課 長 総 合 戦 略 班

移 住 定 住 促 進 班

地 域 活 力 応 援 室

室 長 地 域 活 力 班

まち・ひと・しごと創生推進室 お お い た 創 生 推 進 課

現 行 改 正 案

【 企 画 振 興 部 】 【 企 画 振 興 部 】

現 行 改 正 案

観 光 局

(改称)

(新 設)

【 企 画 振 興 部 】【 企 画 振 興 部 】

（ 廃 止 ）

観 光 ・ 地 域 振 興 課

地 域 活 力 応 援 室

交 通 政 策 課

観光・地域局

（ 廃 止 ）

（ 廃 止 ）

【 商 工 労 働 部 】

局 長

観 光 政 策 課

課 長

観 光 誘 致 促 進 室

室 長 国 内 誘 致 班

海 外 誘 致 班

観 光 政 策 班

観 光 産 業 振 興 班

交 通 政 策 課

課 長 地 域 交 通 班

広 域 交 通 班

【商工観光労働部】



平成３１年４月１日付け組織改正

(７) 県税事務所の再編【２月１４日公表】
＜平成31年4月1日付け組織改正＞

○ 税務職員の専門性向上、指導体制の充実及び業務の効率化を図るため、「佐伯県

税事務所」と「豊後大野県税事務所」の課税業務を「大分県税事務所」に集約し佐伯・

豊後大野の両県税事務所を廃止するとともに、県民の利便性を確保するため、減免申

請や納税相談などの窓口業務をはじめ、市町村との連携、迅速な滞納処分等に対応

できるよう、佐伯・豊後大野各地域に『納税事務所』を新設する。

○ 別府・日田・中津県税事務所の法人二税・利子割に係る課税業務を大分県税事務

所に集約する。

(８) 国民文化祭・障害者芸術文化祭局の廃止【２月１４日公表】
＜平成31年4月1日付け組織改正＞

○ 第３３回国民文化祭・おおいた２０１８及び第１８回全国障害者芸術・文化祭おおいた

大会の終了に伴い、「国民文化祭・障害者芸術文化祭局」を廃止する。

所 長 次 長 総 務 課

改 正 案

【 総 務 部 】 【 総 務 部 】

大 分 県 税 事 務 所 大 分 県 税 事 務 所

佐 伯 県 税 事 務 所

所 長 次 長 総 務 課

現 行

所 長 次 長 総 務 課

豊 後 大 野 県 税 事 務 所

所 長 次 長 総 務 課

課 税 課

課 税 課

課 税 第 一 課

佐 伯 納 税 事 務 所

豊 後 大 野 納 税 事 務 所

（ 廃 止 ）

（ 廃 止 ）

課 税 第 二 課

納 税 課

特 別 滞 納 整 理 室

自 動 車 税 管 理 室

課 税 第 一 課

課 税 第 二 課

納 税 課

特 別 滞 納 整 理 室

自 動 車 税 管 理 室

障 害 者 芸 術 文 化 班

企 画 ・ 広 報 課

課 長 企 画 ・ 広 報 班

事 業 推 進 課

課 長 県 事 業 班

現 行 改 正 案

【国民文化祭・障害者芸術文化祭局】 【 廃 止 】

市 町 村 事 業 班



(参考) 組織の増減の状況

１．本 庁

(１) 部 ・ 局 ： △１( ９ → ８ )

(２) 部 内 局 ： ±０( ２ → ２ )

(３) 課 ・ 室 ： △２( ９１ → ８９ )

２．地 方 機 関 ： △２( ６４ → ６２ )

(※)印は、平成３１年４月１日付け改正

増 減

商 工 労 働 部 △ 1 商工労働部

商 工 観 光 労 働 部 1 商工観光労働部

国 民 文 化 祭 ・
障害者芸術 文化 祭局

△ 1 国民文化祭・障害者芸術文化祭局(※)

増 減部 局 名

増 減

企 画 振 興 部 △ 1 観光・地域局

商 工 観 光 労 働 部 1 観光局

部 局 名 増 減

増 減

おおいた創生推進課 まち・ひと・しごと創生推進室

交通政策課 観光・地域局 観光・地域振興課

観光・地域局 地域活力応援室

観光・地域局 交通政策課

観光局 観光政策課

観光局 観光誘致促進室

企画・広報課(※)

事業推進課(※)

部 局 名 増 減

△ 2
国 民 文 化 祭 ・
障害者芸術 文化 祭局

2

企 画 振 興 部

商 工 観 光 労 働 部

△ 2

増 減

佐伯県税事務所(※)

豊後大野県税事務所(※)

増 減

△ 2総 務 部

部 局 名


